
▼変更日　４月１日
▼変更後の料金
 180㍑以上 10㍑につき100円
（消費税、施設利用料込みで112.2円）
 180㍑未満 1,800円（消費税、
施設利用料は別）
仮設トイレ １棟あたり300㍑未
満の場合、300㍑相当

　20歳以上 60歳未満
の方は、国民年金への加
入が法律で義務付けられ
ています。退職（失業）したとき
は、厚生年金保険から国民年金へ
変更の届け出が必要です。役場1
階町民環境課または盛岡年金事務
所で速やかに手続きをお願いしま
す。マイナンバーカードをお持ち
の方は、マイナポータルから電子
申請が可能です。
　保険料の納付期限は翌月末です
が、保険料を納めることが困難な
場合、保険料の免除制度がありま
す。特に、退職・失業したときは
特例免除が適用されます。ぜひご
相談ください。

　4月 1日から「いわて消防指
令センター」の運用が始まります。
県内10の消防本部で、119番
通報などを受ける消防指令業務を
共同運用します。
　また、スマートフォンの映像で
状況を伝えることができる「映像
119」などの新たな技術により迅
速で的確な消防指令を実現し、地
域の安全・安心を守ります。
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　盛岡・紫波地区環境施設組合は、
家庭から排出された生ごみを発酵
させて作った、たい肥「田園有機」
を販売しています。畑や家庭菜園
などにぜひご利用ください。
▼販売場所　盛岡・紫波地区環境
施設組合
▼価格　1袋（40㍑15㌔）350円
※10袋以上購入の場合は希望に
より配達します。

　令和８年度ごみ収集カレン 
ダーを広報やはば3月号と併せて
各世帯に配布しています。
　一回り大きいサイズ(A2)も若
干数ありますので、希望する方は
役場1階町民環境課環境係（1-4
窓口）にお越しください。

　各地域コミュニティで
清掃活動を行います。気
持ちよく暮らせる町を目
指し、ご参加をお願いします。
▼日時　4月12日㈰午前6時～午
前7時（小雨決行）
▼ごみ処理方法　町指定のごみ袋
に入れ、決められた日に各地域コ
ミュニティのごみ集積所に搬入。
※清掃センターではごみの搬入を
受け付けていません。

　昨年2月に甚大な被害
をもたらした大船渡市林
野火災を踏まえて、林野
火災を予防するため火災予防条例
の一部改正を行い、3月1日から
運用します。
　詳細は盛岡消防本部ホームペー
ジまたは最寄りの消防署へお問い
合わせください。
▼改正のポイント　毎年1月から
5月の期間は以下を行うこと
①「たき火」をする場合は管轄す
る消防署に事前に届け出する。
②「林野火災注意報」などが発令
された場合、火の使用を制限火の使用を制限する。
▼届け出の必要な「たき火」とは
屋外で火をたく行為で、炎を上げ、
かつ、火の粉が飛散する場合
 林野火災注意報 
毎年1月から5月までの期間に「乾
燥注意報」と「強風注意報」の両
方が発表されたときに発令
 火災警報 
年間を通して気象の状況が火災予
防上危険であると認められるとき
に発令
 火の使用の制限とは  火の使用の制限とは 
・山林、原野などを焼却しない。
・花火をしない。
・屋外で火遊び・たき火をしない。
・屋外では、ガソリンなどの火が
つきやすい物や爆発のおそれがあ
る物の近くでたばこを吸わない。
・山林、原野などで、火災の危険
が高いとして、盛岡地区広域消防
組合管理者が指定した場所では、
たばこを吸わない。
・たばこの吸いがらを含む残り火
や取灰、火の粉を片付ける。
・屋内で炎の出るものを使うとき
は、窓や出入口などを閉じて使う。

▼募集種目　一般曹候補生
▼受付期間　3月1日㈮～5月7日㈭
▼試験日　 Web試験 5月18日
㈪～20日㈮のいずれか1日
 口述試験・身体検査 6月17日㈬
～20日㈯のいずれか1日
▼応募資格　採用予定年月の1
日現在で18歳以上33歳未満の
方（学歴・資格不問。32歳の方は
要相談）

　専門的な知識や経験は不要で、
生活に合わせて活動に取り組めま
す。地域の安全を守るため、ぜひ
ご応募ください。
▼募集人員　若干名
▼募集要件　町内在住で制服を着
て活動できる方
▼謝礼　年額16万円～
▼業務内容　通学時間帯の街頭活
動、交通安全教室への参加、交通
安全啓発活動

　農業者年金は、自分が積み立て
た保険料とその運用益により将来
受け取る年金額が決まります。加
入者数の影響を受けないため、安
心して加入できます。加入の条件
を満たす方は、ぜひ農業委員会へ
ご相談ください。
▼条件　①国民年金の第１号被保
険者の方（保険料納付免除者は除
きます）　②年間60日以上農業に
従事している方　③20歳以上65
歳未満の方（60歳以上は国民年
金の任意加入保険者に限ります）

【一般曹候補生】
採用試験を実施します

自衛隊岩手地方協力本部（019-641-5191）

地域の安全を守る
町交通指導員を募集します
総務課防災安全室（019-611-2708）

【国民年金】退職時など
加入手続きをお忘れなく

ねんきんダイヤル（0570-003-004）

農業者年金に
加入しませんか

町農業委員会事務局（019-611-2542）

火災予防条例の一部改正
火の使用にご注意ください
盛岡南消防署矢巾分署(019-697-0119)

いわて消防指令センター
消防体制をより強化に

盛岡消防本部（019-601-5850）

し尿と浄化槽の汲み取り料金
が変わります

㈲藤原クリーンサービス（019-697-4446）

田園有機を販売
畑などにご利用ください

盛岡・紫波地区環境施設組合(019-697-3835)

令和８年度ごみカレンダー
ご利用ください

町民環境課（019-611-2501）

企画財政課（019-611-2721）

【4/12】町をみんなで
きれいにする運動
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　エネルギー価格高騰や
人件費上昇の影響を受け
ている町内の中小企業者
等（法人）に、事業継続を支援する
ため、支援金を給付します。詳細
は町ホームページをご覧くださ
い。※他の支援金が対象の場合は
申請不可
▼支給額　事業者の規模（町内の
事業所における従業員数）に応じ
て3万円～10万円
▼申請方法　必要書類を役場2階
産業観光課窓口に持参または郵送 
※受け付けは平日のみ
▼申請期間　4月1日㈬～5月31
日㈰

　電話・面接相談、病院
や裁判などへの付き添
い、イベントの参加など
の広報活動を行う「犯罪被害者支
援ボランティア活動員」を募集し
ています。必要な技術を習得する
ための「養成講座」を受講後に活
動します。被害者支援に理解と意
欲があり、活動に関心のある方の
応募をお待ちしています。
▼応募条件　25歳～68歳の心身
ともに健康で、養成講座を受講で
きる方 ※経験不問
▼養成講座　5月～12月の平日、
月1回程度
▼募集期限　3月31日㈫

　森林を伐採、開発する際は事前
に届け出や許可申請の各種手続き
が必要です。森林の伐採、開発の
計画がありましたら、ご相談くだ
さい。
▼問い合わせ
①保安林以外の森林での立木の伐採
産業観光課（019-611-2614）
②保安林での立木の伐採や土地の
形質の変更
盛岡広域振興局林務部（019-
629-6615）
※間伐の場合は産業観光課（019-
611-2614）
③保安林以外の森林での1㌶を超
える開発行為
（太陽光発電設備の設置を目的と
した開発行為の場合は0.5㌶）
盛岡広域振興局林務部（019-
629-6616・6622） 

　県は、県内の食品販売
店の食品表示を定期的に
モニターする、岩手県食
品表示ウォッチャーを募集しま
す。申込方法など詳細は県ホーム
ページをご覧ください。
▼内容　①食品の表示状況のモニ
ターと報告②不適切な食品表示の
情報提供③食品表示に関する研修
会への参加
▼活動期間　委嘱日～令和9年3
月31日
▼申込期限　3月31日㈫

※各記事の二次元バーコードを読み取ると詳細などを確認できます。

矢巾町役場　開庁時間  平日午前8 時30 分~ 午後5 時15 分
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13 地割123 番

※各記事の二次元バーコードを読み取ると詳細などを確認できます。

矢巾町役場　開庁時間  平日午前8 時30 分~ 午後5 時15 分
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13 地割123 番

火災・救急の件数 

1月の件数（  ）内は1月からの累計
■火災発生 0件（ 0件）
■救急出動 123件（123件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故・違反状況 

1月の件数（  ）内は1月からの累計
■物損事故 157件（157件）
■人身事故 4件（ 4件）

■交通事故死者 0人（ 0人）
■交通事故負傷者 4人（ 4人）
■飲酒運転検挙者数 1人（ 1人）

※紫波警察署提供

■毎週水曜日は町民環境課、税務課、
福祉課、こども家庭課、健康長寿課
の窓口を午後 7時まで延長します。
≪取り扱い業務…各種証明書の交
付、戸籍の届け出、転入転出、国民
健康保険、国民年金、児童手当、納
税相談 など≫

　食料品の物価高騰の影
響による町民の経済的負
担の軽減のため、国の物
価高騰対応重点支援地方創生臨時
交付金を活用し、支援金を給付し
ます。対象世帯には町から「確認
書」を郵送しています。内容をご
確認の上、手続きをお願いします。
詳細は町ホームページをご覧くだ
さい。
▼給付金額　一人当たり8千円
▼対象　令和8年1月1日時点
で矢巾町に住民票がある方
▼給付方法　対象世帯の世帯主に
一括給付
▼給付時期　3月中
▼手続期限　3月10日㈫必着

　児童手当の受給者を
対象に、対象児童1人に
つき２万円を支給しま
す。対象など詳細は町ホームペー
ジをご覧ください。
▼支給額　対象児童1人あたり一
律２万円 ※一時金のため支給は
1回のみ
▼支給口座　児童手当の受給口座

　保育所などを利用し
ていない児童が煙山保
育園を利用できる制度
です。制度の利用方法や利用料な
ど詳細は町ホームページをご覧く
ださい。
▼対象　０歳６か月～満３歳未満
の保育所などに入所していない児
童  ※町内に住所があること。
▼対象時間　午前9時～午前11時

　保育所などを利用して
いない生後8週間を超
え、満 3歳未満の第 2
子以降の児童を在宅で養育してい
る保護者に対して、支援金を支給
しています。申請方法など詳細は
町ホームページをご覧ください。

未来戦略課（019-611-2730）

食料品物価高騰対策支援金
確認書を送付します

子育て応援
在宅支援金の申請

こども家庭課（019-611-2778)

こども家庭課（019-611-2772)

【児童手当の受給者が対象】
物価高対応子育て応援手当

産業観光課（019-611-2602）

【町内中小企業者向け】
物価高騰対策支援金

森林の伐採、開発には
手続きが必要です
各問い合わせ先へ

　今年度、岩手県企業局クリーン
エネルギー導入支援事業費補助金
を活用し、流通センター内の道路
照明灯30基のLED化を実施しま
した。今後も道路照明灯のLED化
を順次進めます。
　また、この道路照明灯には同局
イメージキャラクター「みずりん・
みどりん」が描かれたステッカー
が貼られていますので、探してみ
てください。

子育て家庭をサポート
こども誰でも通園制度

こども家庭課（019-611-2778)

道路住宅課（019-611-2632）

流通センター内の街路灯
LED化を実施 いわて被害者支援センター（019-621-3750）

犯罪被害者支援
ボランティア活動員を募集

県環境生活部（019-629-5385）

食品表示ウォッチャー
を募集します

広告掲載の問い合わせ先
役場企画財政課情報係（019-611-2724）

広告枠
広告掲載の問い合わせ先

役場企画財政課情報係（019-611-2724）

広告枠
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